
催
し
・
講
座

み 

ん 

な 

の 

広 

場

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

伝
　
言
　
板

伝
　
言
　
板

会 

員 

募 

集

や
ち
ま
た
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
開
催

時
３
月
23
日
㈯

　

午
前
10
時
～
午
後
１
時

場
八
街
駅
南
口
す
ず
ら
ん
通
り

　

 

（
ア
ー
ケ
ー
ド
）　
　
　

内
地
元
業
者
の
お
い
し
い
食
料
品

　

な
ど
を
販
売

問
や
ち
ま
た
マ
ー
ケ
ッ
ト

　

 

（
商
工
会
議
所
）

　

☎
４
４
３
‐
３
０
２
１

ピ
ラ
テ
ィ
ス

時
毎
週
水
曜
日
（
月
４
回
）

　

午
後
８
時
～
９
時

場
富
山
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

内
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス

対
女
性

費
月　

４
０
０
０
円

問
藤
崎　

み
ど
り

　

☎
０
８
０
‐
８
９
０
０
‐
７
０
１
８

場費問 対八
街
弓
友
会

時
毎
週
木
曜
日

　
　

午
前
10
時
～
正
午

　

毎
週
土
曜
日

　
　

午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

場
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ

内
弓
道

費
年　

６
０
０
０
円

問
中
村　

進

　

☎
０
９
０
‐
５
４
０
０
‐
２
６
３
２

八
街
ア
イ
デ
ア
ク
ラ
ブ

時
第
１
日
曜
日

　
　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

場
中
央
公
民
館

内
発
明
・
ア
イ
デ
ア
の
発
表

対
市
内
在
住
の
方

費
年　

３
０
０
０
円

問
山
内　

和
夫

　

☎
０
８
０
‐
２
３
９
１
‐
５
３
１
９

対フ
ラ
ダ
ン
ス
サ
ー
ク
ル

時
第
１
・
第
２
・
第
３
水
曜
日

　

午
後
４
時
30
分
～
６
時

場
文
違
区
四
番
組
集
会
所

内
フ
ラ
ダ
ン
ス
の
練
習

費
月　

４
５
０
０
円

問
に
し
か
わ

　

☎
０
８
０
‐
６
６
８
５
‐
６
０
６
０

費 場 時内問

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
八
街
さ
く
ら
の
会

第
７
回
お
花
見
の
会

時
４
月
６
日
㈯　

午
前
10
時
～

場
す
ぐ
る
の
広
場
（
朝
日
２
１
３
）

内
音
楽
演
奏
、
焼
き
そ
ば
、
甘
酒

　

焼
き
芋
な
ど
の
出
店
も
予
定

後
援　

八
街
市

問
平
山　

直
子

　

 

☎
０
９
０
‐
１
４
３
８
‐
７
６
２
０

八
心
会
（
は
っ
し
ん
か
い
）

八
街
中
央
中
学
校

時
毎
週
日
曜
日

　

午
後
５
時
～
7
時

ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ

時
毎
週
金
曜
日

　

午
後
６
時
～
８
時

内
空
手
道

費
月　

２
０
０
０
円

問
三
須　

勝

　

☎
０
９
０
‐
１
８
４
２
‐
２
３
５
４

時内問

令
和
６
年
度
国
民
年
金
保
険
料

　
　
　
　

学
生
納
付
特
例
の
申
請

　

国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付
特

例
制
度
に
よ
り
、
令
和
５
年
度
に

保
険
料
納
付
を
猶
予
さ
れ
て
お
り
、

令
和
６
年
度
も
引
き
続
き
在
学
予

定
の
方
に
対
し
て
、
４
月
初
旬
に

基
礎
年
金
番
号
な
ど
が
印
字
さ
れ

た
は
が
き
形
式
の
学
生
納
付
特
例

申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

　

こ
の
は
が
き
に
必
要
事
項
を
記

入
し
て
返
送
い
た
だ
く
こ
と
に
よ

り
、
令
和
６
年
度
の
申
請
が
で
き

ま
す
。
学
生
証
の
コ
ピ
ー
な
ど
の

添
付
は
不
要
で
す
。

※
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
開
設
し
、

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
と
連
携
済

の
方
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
申

請
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

問
幕
張
年
金
事
務
所

　

☎
２
１
２
‐
８
６
２
１

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（こども加算）のご案内電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（こども加算）のご案内
　物価高騰が低所得子育て世帯に対して、特に深
刻な影響を与えていることを踏まえ、電力・ガス・
食料品等価格高騰重点支援給付金（こども加算）
を支給します。
支給金
　対象児童一人あたり５万円
※「対象児童」とは、基準日（令和５年12月 1 日）
時点において、支給対象者と同一の世帯である平
成17 年4 月２日以降に出生した児童（18 歳に逹
する日以降最初の 3 月31日までの子ども）をいいます。
※児童養護施設などに入所している児童は、対象
児童に含まれません。
支給対象者
　次のすべてに該当する世帯のうち、対象児童と同
一の世帯の世帯主に支給します。
①基準日時点で、八街市に住民登録がある世帯
②「非課税世帯」または「均等割のみ課税世帯」
※「非課税世帯」とは、世帯全員の令和５年度分
の住民税均等割が非課税である世帯をいいます。
※「均等割のみ課税世帯」とは、世帯全員の令和
５年度分の住民税所得割が課せられていない世帯
であって、少なくとも一人が令和５年度分の住民
税均等割を課される方がいる世帯をいいます。
次に該当する世帯は対象外となります
 ・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族
　などの扶養を受けている世帯
 ・租税条約による住民税の免除を届け出ている方
　がいる世帯
支給手続き
手続きが不要な世帯（「お知らせ」の内容に相違
がない世帯）

　「非課税世帯」への追加給付金（７万円）また
は「均等割のみ課税世帯」への給付金（10 万円）
を受給した世帯には、３月中旬から市が順次お知
らせを発送し、支給をします。
申請が必要な世帯
　「非課税世帯」への追加給付金（７万円）また
は「均等割のみ課税世帯」への給付金（10万円）
を受給していない世帯や、住民票が別になってい
る児童を扶養する世帯などは、申請が必要です。
　対象となる世帯の世帯主の方は、申請書に必要
事項を記入して、社会福祉課に郵送または窓口に
提出してください。
※申請書は、市ホームページからダウンロード、
または、社会福祉課で配付しています。
申請書の提出期限　
　 ４月30日㈫　必着
支給日
　「お知らせ」が届いた世帯は、４月中旬から順
次、支給をします。申請書による申請の場合は、
市が受理した日から約３～４週間後に支給します。
 （申請書に不備があった場合は、給付に時間がか
かります）
※本給付金は、差押禁止・非課税の対象です。
送付先
〒２８９－１１９２
　八街市八街ほ35番地29
　社会福祉課
八街市コールセンター
　☎０１２０－５４７－２９３
　　午前９時～午後５時
　　 （土曜・日曜、祝日を除く）

問

時場内問時内

時

３ 令和 ６ 年 3 月 15 日 ホームページアドレス　https://www.city.yachimata.lg.jp/広報広報ややちちままたた

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
‐
０
８
１
５

内費 場 時問

問 時場内

時場内費問 費


